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この資料は，議会への提出が求められている地方自治法第２２１条第３項に規

定する法人に係る毎事業年度の事業の計画及び決算に関する書類のほかに，当

該法人における令和５年度の経営状況を説明するために作成しているもので

す。

令和５年度中に存在する法人で，実際に作成の対象としている法人の範囲

は，次のとおりです。

１ 地方自治法施行令第１５２条第１項第２号に基づくもの

～本市が資本金，基本金その他これらに準ずるものの２分の１以上を出資して

いる全ての一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社（目次の法人名の

前に１と表示）

２ 地方自治法施行令第１５２条第１項第３号の規定に基づいて定めた旭川市予

算の執行に関する調査等の対象となる法人の範囲を定める条例第２条に基づ

くもの

～本市が資本金，基本金その他これらに準ずるものの４分の１以上２分の１未

満を出資している全ての一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社（目

次の法人名の前に２と表示）

目 次

（頁）

１ 株式会社 旭川振興公社・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

１ 公益財団法人 旭川市公園緑地協会・・・・・・・・・・・・ ３

１ 一般財団法人 旭川産業創造プラザ・・・・・・・・・・・・ ４

２ 一般財団法人 旭川市勤労者共済センター・・・・・・・・・ ５

２ 一般財団法人 道北地域旭川地場産業振興センター・・・・・ ６

２ 一般財団法人 旭川市水道協会・・・・・・・・・・・・・・ ７
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（単位：千円）

※千円未満を四捨五入しているため，「当期損益額－前期損益額」及び「資産－負債」に差異が生じる場合があります。

注：損益額については，株式会社は当期純利益，財団法人は当期一般正味財産増減額を記載しています。

法人等名称 株式会社旭川振興公社

設立年月日 昭和３５年８月１１日

設 立 目 的

公共事業のため必要とする不動産の取得及び売却並びに斡旋，駐車場，ス

キーリフト等公共事業の運営のほか，市の委託を受けた事業を執行し，都市

機能の維持増進と市民福祉の向上に寄与することを目的とする。

基 本 金 １０，０００千円

市 出 資 額 ７，０００千円

市出資割合 ７０．０％

令和３年度 令和４年度 令和５年度

当 期 損 益 額 ２４，６４３ ２６，９９１ ４８，４２５

当期損益額－前期損益額 １３，２６６ ２，３４８ ２１，４３４

資 産 ４，５０８，２５０ ４，１６３，６６２ ４，００６，５５６

負 債 ３，３７６，６６４ ３，００５，０８５ ２，７９９，５５５

純資産（資産－負債） １，１３１，５８６ １，１５８，５７７ １，２０７，００２

経営状況について

令和５年度は，新型コロナウイルス感染症の収束に伴い，経済活動の正常化に向けた動

きが加速する一方，長引く物価高騰の影響を受けながら総じて緩やかな回復基調で推移し

ており，動物園通り産業団地４区画の売買が成立したほか，旭山動物園関連事業では入園

者数が増加し，同園東門レストラン事業は予算を３３．２％上回る９８，６０８千円（前

年比１２８．７％）と増収となった。また，新型コロナウイルス感染症の収束により利用

者が増加したときわ市民ホールや大雪アリーナでも増収となった。

一方で，主力の産業廃棄物処理事業は個人向け住宅着工件数の減少に伴う建設廃材の減

少等により搬入量が減少し，予算を１８．２％下回る３９７，９２６千円（前年比

９５％）となった。

全体としては，当期売上は１，３５５，３５７千円（前年比９４．５％），当期純利益

は４８，４２５千円（前年比１７９．４％）の黒字となった。

今後も物価の高騰が続くと見込まれるため，指定管理業務ではこれまで培ったノウハウ

等を活かし，適切な施設管理に努めるとともに，自主事業においては動物園通り産業団地

の売却促進に取り組む等，収益の確保に努める。

また，次期産業廃棄物処分場の整備等の懸案について，市と緊密に連携しながら確実に

推進していくことが求められる。
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（単位：千円）

※千円未満を四捨五入しているため，「当期損益額－前期損益額」及び「資産－負債」に差異が生じる場合があります。

注：損益額については，株式会社は当期純利益，財団法人は当期一般正味財産増減額を記載しています。

法人等名称 公益財団法人旭川市公園緑地協会

設立年月日
昭和５９年４月２日

（平成２４年１０月１日 財団法人から公益財団法人へ移行）

設 立 目 的

都市公園等の円滑な管理運営と健全な利用増進，都市緑化の推進及び緑地

等の保全に関する事業を行い，うるおいと安らぎを実感できる憩いの空間を

市民に提供し，安全で快適な生活環境づくりと地域社会の健全な発展に寄与

することを目的とする。

基 本 金 ２０，０００千円

市 出 資 額 ２０，０００千円

市出資割合 １００．０％

令和３年度 令和４年度 令和５年度

当 期 損 益 額 △３，６９８ ３４５ ２１，７６２

当期損益額－前期損益額 △１，７１９ ４，０４３ ２１，４１６

資 産 ３０２，０２９ ２８１，５１３ ２５６，９１９

負 債 １７８，４２５ １５７，５６３ １１１，２０７

正味財産（資産－負債） １２３，６０４ １２３，９５０ １４５，７１２

経営状況について

令和５年度決算において，２１，７６２千円の正味財産増となり，黒字となっている。

収益事業等会計における売店運営，自動販売機の経営についても大きなイベント（プロ野

球公式戦）もない中，一昨年と同様の利益を確保することができ，公益財団法人の要件で

もある利益の５０％以上を公益目的事業会計に繰り入れており，公園緑地及び河川緑地の

保全と利活用，都市緑化の推進と普及啓発，公園緑地の環境向上に関する調査・研究と環

境保全などの事業を展開したところである。

今後は，燃料費高騰に伴う光熱水費や物価高騰，人件費の増加していくことが見込まれ

ることから，経費の節減，人材確保，経営基盤の一層な安定を図りながら，法人経営の強

化を図っていくことが必要である。



- 4 -

（単位：千円）

※千円未満を四捨五入しているため，「当期損益額－前期損益額」及び「資産－負債」に差異が生じる場合があります。

注：損益額については，株式会社は当期純利益，財団法人は当期一般正味財産増減額を記載しています。

法人等名称 一般財団法人旭川産業創造プラザ

設立年月日
平成４年６月２６日

（平成２２年４月１日 財団法人から一般財団法人へ移行）

設 立 目 的

旭川市を中心とする道北地域の産業高度化の促進により，地域の生活文化

に立脚した産業の創造及び活力ある地域経済の創出に寄与することを目的と

する。

基 本 金 １，１７５，２００千円

市 出 資 額 １，１６０，１００千円

市出資割合 ９８．７％

令和３年度 令和４年度 令和５年度

当 期 損 益 額 ２１，４２４ １０，５９８ １５，３７２

当期損益額－前期損益額 ８，１１９ △１０，８２６ ４，７７４

資 産 １，９５４，９５４ １，９５３，３５６ １，９６０，５８５

負 債 ７１１，３５７ ７０８，５９８ ７１０，２５１

正味財産（資産－負債） １，２４３，５９７ １，２４４，７５８ １，２５０，３３５

経営状況について

令和５年度決算では，当期損益額が１５，３７２千円となり，前年度と比較して増加し

た。

収益については，有価証券による財産運用収益（基本財産受取利息と受取利息の合計）

は６７３千円の増となったが，受取地方公共団体補助金が２３，９３７千円の減となり，

収益全体としては前年度から２０，４０５千円の減となった。

経常費用については，事業費では２１，６３７千円の減，管理費では３，５３７千円の

減となり，前年度から２５，１７４千円の減となった。

今後の経営課題としては，限られた財源の中で最大の事業効果を上げるため，ＩＣＴを

活用した効率的な企業支援や，道北地域の関係機関への支援ノウハウの移転，さらには道

北支援事業の恩恵を受ける他自治体への負担要請なども含め，様々な手法を検討していく

必要がある。
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（単位：千円）

※千円未満を四捨五入しているため，「当期損益額－前期損益額」及び「資産－負債」に差異が生じる場合があります。

注：損益額については，株式会社は当期純利益，財団法人は当期一般正味財産増減額を記載しています。

法人等名称 一般財団法人旭川市勤労者共済センター

設立年月日
平成９年１２月８日

（平成２５年４月１日 財団法人から一般財団法人へ移行）

設 立 目 的

旭川市内に所在する中小企業の事業所に勤務する者（以下「中小企業勤労

者」という。）のための総合的な福祉事業を行うことにより，中小企業勤労

者の福祉の向上を図り，もって中小企業の振興及び地域社会の発展に寄与す

ることを目的とする。

基 本 金 ３２，８００千円

市 出 資 額 １４，０００千円

市出資割合 ４２．７％

令和３年度 令和４年度 令和５年度

当 期 損 益 額 △８，３４６ △３，８１３ △４，７６７

当期損益額－前期損益額 △１，９２２ ４，５３３ △９５４

資 産 ８４，１５６ ７９，５４８ ７５，９６４

負 債 ５，８０９ ５，０１４ ６，１９７

正味財産（資産－負債） ７８，３４７ ７４，５３４ ６９，７６７

経営状況について

令和５年度決算では，正味財産が４，７６７千円の減となっており，昨年度と比べ減少

幅が大きくなっている。

また会員数については，ここ数年４，２００人台で推移していたが，令和４年度は度は

４，００５人，令和５年度は３，９１３人と減少傾向にある。

今後は，会員数の増加に向けた加入促進と行うとともに事業見直しによる経営力向上に

努めていく必要がある。



- 6 -

（単位：千円）

※千円未満を四捨五入しているため，「当期損益額－前期損益額」及び「資産－負債」に差異が生じる場合があります。

注：損益額については，株式会社は当期純利益，財団法人は当期一般正味財産増減額を記載しています。

法人等名称 一般財団法人道北地域旭川地場産業振興センター

設立年月日
昭和６１年６月２０日

（平成２５年４月１日 財団法人から一般財団法人へ移行）

設 立 目 的

道北地域の地場産業の健全な育成を図るため，地場産品の宣伝，普及等を

行うとともに，地場産業に携わる経営者，後継者の資質の向上を図るための

事業等を行い，地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

基 本 金 ３０，０００千円

市 出 資 額 ９，０００千円

市出資割合 ３０．０％

令和３年度 令和４年度 令和５年度

当 期 損 益 額 ５０，３４４ ４０３，５６１ △１６，９９０

当期損益額－前期損益額 ４９，８２１ ３５３，２１７ △４２０，５５１

資 産 ９１４，７３１ １，５６０，２３８ １，１９６，８７３

負 債 １１９，０３９ ３７７，１９８ ４６，９６０

正味財産（資産－負債） ７９５，６９２ １，１８３，０４０ １，１４９，９１３

経営状況について

令和５年度決算では，当期損益額が－１６，９９０千円となり，前年度と比較して

４２０，５５１千円の減額となった。当期損益額が大幅減額となった要因は，新型コロナ

感染者支援業務及びふるさと納税関連の受託事業収益が減少したことに加えて，大規模な

修繕を行ったことによるものである。

現時点で，団体の内部留保は充分蓄積されており，すぐに財政支援が必要な段階ではな

いが，コロナ対策事業やふるさと納税関連の受託業務に加えて，令和６年度以降はこれま

で主要な収益源の一つであった旭山動物園売店業務もなくなることから，既存事業の強化

や新たな収益確保に取り組み，事業の再構築と経営基盤の強化を図っていくことが必要で

ある。
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（単位：千円）

※千円未満を四捨五入しているため，「当期損益額－前期損益額」及び「資産－負債」に差異が生じる場合があります。

注：損益額については，株式会社は当期純利益，財団法人は当期一般正味財産増減額を記載しています。

法人等名称 一般財団法人旭川市水道協会

設立年月日
昭和５４年４月１９日

（平成２５年４月１日 財団法人から一般財団法人へ移行）

設 立 目 的

旭川市及び他市町村における上下水道の円滑な普及と安定供給に資するた

めの適正かつ合理的な維持管理を行うため必要な事業を行い，もって住民の

公衆衛生と福祉の向上並びに地域社会の健全な発展に寄与することを目的と

する。

基 本 金 １１，５００千円

市 出 資 額 ５，０００千円

市出資割合 ４３．５％

令和３年度 令和４年度 令和５年度

当 期 損 益 額 ３５，６５０ ２６，０１７ ２１，１７７

当期損益額－前期損益額 １１，０６３ △９，６３３ △４，８４０

資 産 ２４７，７９８ ２７７，４４６ ２９９，６２９

負 債 ９６，４０１ １００，０３２ １０１，０３８

正味財産（資産－負債） １５１，３９８ １７７，４１４ １９８，５９１

経営状況について

令和５年度決算では，事業収益において昨年度とほぼ同程度の収益を確保できたことに

より損益額が２１，１７７千円となり，１２年連続の黒字となった。なお，損益ベースに

おける対前年度比較では，４，８４０千円ほどの減少となっているが，これは主に人材確

保の観点から２年連続で職員給与のベースアップを実施したことや年度途中で３名の正職

員を補充したこと等により，職員給与費等の経費が増加したことによるものである。

令和６年度以降の主たる事業収益となる契約もほぼ予定どおり締結することができたこ

とから，今後の効率的な事業執行を確保するために人材の確保と育成に向けた取り組みを

進めながら，健全経営を推進する必要がある。


